
○
農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 

食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法
（
令
和
六
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
（
同
法
第
十
六
条
第
二
項
、

第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び
第
三

項
並
び
に
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

七 

年 
 

月 
 

 

日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

 

江
藤 

 

拓 
 

経
済
産
業
大
臣 

 

武
藤 

容
治 

 

食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法
施
行
規
則 

（
出
荷
販
売
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
一
条 

食
料
供
給
困
難
事
態
対
策
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
五
条
第
二
項
の
出
荷
販
売
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
出
荷
又
は
販
売
の
実
績
に
関
す
る
事
項 

二 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
出
荷
又
は
販
売
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項 



三 

出
荷
販
売
業
者
が
前
号
の
見
通
し
を
踏
ま
え
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
出
荷
又
は
販
売
の
調
整
を
図
る
上
で
支
障
と
な

る
事
項 

四 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

（
出
荷
販
売
計
画
等
の
変
更
の
届
出
） 

第
二
条 

法
第
十
五
条
第
三
項
（
法
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。 

一 

変
更
の
内
容 

二 

変
更
し
た
理
由 

（
輸
入
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
三
条 

法
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
輸
入
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
輸
入
の
実
績
に
関
す
る
事
項 



二 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
輸
入
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項 

三 
輸
入
業
者
が
前
号
の
見
通
し
を
踏
ま
え
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
輸
入
の
促
進
を
図
る
上
で
支
障
と
な
る
事
項 

四 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

（
農
林
水
産
物
生
産
可
能
業
者
の
要
件
） 

第
四
条 

法
第
十
七
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
（
法
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
措
置
対
象
特
定
食
料
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
第
六
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
農
林
水
産
物
の
生
産
の

事
業
を
行
う
者
で
あ
っ
て
、
気
象
条
件
、
地
理
的
条
件
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
を
考
慮
し
て
、
現
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
土
地
、
施
設
、
設
備
、
機
械
、
技
術
そ
の
他
の
経
営
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

（
生
産
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
五
条 

法
第
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
生
産
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
の
実
績
に
関
す
る
事
項 



二 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項 

三 
農
林
水
産
物
生
産
業
者
等
が
前
号
の
見
通
し
を
踏
ま
え
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
の
促
進
を
図
る
上
で
支
障
と
な

る
事
項 

四 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

（
法
第
十
七
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
） 

第
六
条 

法
第
十
七
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一 

そ
の
生
産
す
る
農
林
水
産
物
を
通
常
生
産
す
る
期
間
以
外
の
期
間
に
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
者 

二 

現
に
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
品
種
又
は
生
産
方
法
の
変
更
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

三 

現
に
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
を
行
っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
除
草
、
耕
う
ん
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
作
業

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
生
産
面
積
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の 

四 

そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者 



（
製
造
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
七
条 

法
第
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
製
造
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
（
法
第
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
対
象
特
定
食
料
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
製
造
の
実
績
に
関
す
る
事
項 

二 

措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
製
造
の
見
通
し
に
関
す
る
事
項 

三 

加
工
品
等
製
造
業
者
が
前
号
の
見
通
し
を
踏
ま
え
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
製
造
の
促
進
を
図
る
上
で
支
障
と
な
る
事

項 

四 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

（
加
工
品
等
製
造
可
能
業
者
の
要
件
） 

第
八
条 

法
第
十
八
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
と
製
造
方
法
が
類
似
す
る
製
品

を
現
に
製
造
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
製
造
設
備
に
改
修
そ
の
他
の
変
更
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
又
は

軽
微
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
措
置
対
象
特
定
食
料
等
の
製
造
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で



あ
る
こ
と
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


